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フォローアップ研修(１月 31 日実施) 

市民後見人候補者を対象にフォローアップ研修を実施しました。 

司法書士を講師に招き、前半は成年後見実務の基本や後見業務の実際について学びました。

講師からは「後見業務の対応で迷うことはあるが、原則を理解したうえで判断・対応する必要

がある」ことを実例に基づき

話がありました。後半は活動

中の市民後見人の実践報告を

行いました。 

今後も引続き、市民後見人

候補者の人材育成や技術の向

上を支援していきます。 

 

出前講座を実施しました  

令和５年度は、計 6 回の出前講座を実施し、地域のサロンや町内会に出向いて、成年後見制

度の説明をしました。あわせて、市民後見人が自身の後見活動について話をして市民後見人の

普及啓発を行いました。 
 

参加者の声   後見ネットワークセンターのことも多くの市民に知っていただきました！ 
 
◇親に後見人をつけたい         ◇自分にはまだ関係のない制度だと思っている 

◇以前、叔母の後見人を任されていた   ◇遺言の話も詳しく知りたい   
◇同じ市民で、後見人として活動している人がいることを初めて知った 
◇家族に後見人がつくと、被後見人の財産を自由に使えなくなると聞いた 
◇後見人に支払うお金が高額で、お金のない人は利用しづらいイメージがある    など 
                       

出前講座申込みをご希望の方は…   申込書は、志木市基幹福祉相談センターのホームペー

ジからダウンロード、または、後見ネットワークセンター

の窓口でもお渡しできます。お気軽にお申込みください。 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

令和６年３月３１日発行 第１２号 

志木市後見ネットワークセンター便り 
 

 

 

           

 

        

講座希望日の２ヶ月前までに提出

してください。 

申込書はこちらの

QR コードからも

ダウンロードでき

ます。 

 

 

申込書のイメー

ジです。裏面が

申込用紙になり

ます♪ 

 



後見ネットワークセンター企画運営会議 

後見ネットワークセンターでは、専門職が集まり運営方法や方針について企画運営会議で検

討しています。前号からメンバーである専門職の方々にインタビューを始めました。第 2 回

は、埼玉県司法書士会の大貫正男先生に、「第二期成年後見制度利用促進基本計画」の動きに

ついてお話をしていただきました。 
 

◆第二期成年後見制度利用促進基本計画とは… 
 

「成年後見制度の利用の促進に関する法律」では、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するとされています。これに基づき、令和４年３月２５日に第二期成年後見制度利用促進基本

計画が閣議決定されました。令和４年度から令和８年度まで、計画に基づいて施策を実施します。（第一期は

平成２９年度～令和３年度に実施。） 
 

第二期成年後見制度利用促進基本計画は、令和４年から始まり８年ま

で続きますが、法務大臣は成年後見制度の見直しを法制審議会に諮問す

ることを明らかにしました。効率良く民法改正への道筋づくりを始めた

い方針です。 

 では、現状における方向性はどのような内容なのでしょうか。 

まず、基本は利用者の立場での見直しを鮮明にした上で、現行の補

助・保佐・後見の三類型を一元化にすべきという方向性を打出していることが挙げられます。

後見類型は本人の能力を一律に制限しており、「本人の自己決定権を奪う」という指摘が強いの

で、本人の能力と事案を見て、自ら出来ない行為を必要に応じて補充するという考え方を取っ

ています。これは、ドイツの「一元的制度」を参考にしていると思われます。また、「いったん

成年後見制度を利用すると、原則本人が死亡するまで辞められない」という指摘に応え、支援

のために必要な行為に限定して権限を付与し、それが完了すれば終了する仕組みや後見人が円

滑に交代できるよう更新制の導入等も議論されています。さらに、中核機関の機能の整備（法

制化）、成年後見人の報酬の在り方等々についても検討が続いています。 

 見直しは法定後見制度だけではありません。任意後見制度に関してもまた、利用が低調であ

るという指摘に応え、適切な時期に任意後見監督人の選任申立が確保されるべきという方向性

が示されています。監督体制については「あまりに重装備」という指摘に応え、本人の生活状

況や財産の多寡
た か

等に見合った柔軟な監督体制にするという見直しが検討されています。 

さらに、家庭裁判所だけでなく、法務局等の行政も監督体制に加えるべきとの意見もありま

す。 

 今後、利用促進の大きな舞台は法制審議会に移るので、その議論をぜひ注視していただきた

いと思います。 
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